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主 文

１ 本件訴えのうち北海道経済産業局長，四国経済産業局長及び九州経済産

業局長がした各行政文書部分開示決定の一部の取消しを求める部分，関東

経済産業局長が平成１６年１０月８日付け及び同年１２月２１日付けでし

た各行政文書部分開示決定の一部の取消しを求める部分，北海道経済産業

局長，四国経済産業局長及び九州経済産業局長に対し行政文書開示決定の

義務付けを求める部分，関東経済産業局長に対し別紙不開示部分目録(2)

及び(4)記載の各部分の開示決定の義務付けを求める部分をいずれも却下

する。

２ 関東経済産業局長が原告に対し平成１６年１１月１９日付けでした行政

文書部分開示決定のうち，別紙不開示部分目録(3)記載の各部分を不開示

とした部分を取り消す。

３ 中国経済産業局長が原告に対し平成１６年１２月８日付けでした行政文

書部分開示決定のうち，別紙不開示部分目録(5)記載の各部分を不開示と

した部分を取り消す。

４ 関東経済産業局長は，原告に対し，別紙不開示部分目録(3)記載の各部

分の開示決定をせよ。

５ 中国経済産業局長は，原告に対し，別紙不開示部分目録(5)記載の各部

分の開示決定をせよ。

６ 訴訟費用は４分し，その１を被告の負担とし，その余を原告の負担とす

る。

事 実 及 び 理 由

第１ 請 求

１ 北海道経済産業局長が原告に対し平成１６年１０月８日付けでした行政文書

部分開示決定のうち，別紙不開示部分目録(1)記載の各部分を不開示とした部

分を取り消す。
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２ 関東経済産業局長が原告に対し平成１６年１０月８日付けでした行政文書部

分開示決定のうち，別紙不開示部分目録(2)記載の各部分を不開示とした部分

を取り消す。

３ 主文第２項と同旨

４ 関東経済産業局長が原告に対し平成１６年１２月２１日付けでした行政文書

部分開示決定のうち，別紙不開示部分目録(4)記載の各部分を不開示とした部

分を取り消す。

５ 主文第３項と同旨

６ 四国経済産業局長が原告に対し平成１６年１２月８日付けでした行政文書部

分開示決定のうち，別紙不開示部分目録(6)記載の各部分を不開示とした部分

を取り消す。

７ 九州経済産業局長が原告に対し平成１６年１１月８日付けでした行政文書部

分開示決定のうち，別紙不開示部分目録(7)記載の各部分を不開示とした部分

を取り消す。

８ 北海道経済産業局長は，原告に対し，別紙不開示部分目録(1)記載の各部分

の開示決定をせよ。

９ 関東経済産業局長は，原告に対し，別紙不開示部分目録(2)記載の各部分の

開示決定をせよ。

10 主文第４項と同旨

11 関東経済産業局長は，原告に対し，別紙不開示部分目録(4)記載の各部分の

開示決定をせよ。

12 主文第５項と同旨

13 四国経済産業局長は，原告に対し，別紙不開示部分目録(6)記載の各部分の

開示決定をせよ。

14 九州経済産業局長は，原告に対し，別紙不開示部分目録(7)記載の各部分の

開示決定をせよ。



- 3 -

第２ 事案の概要

本件は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」

という ）の規定に基づいて，各処分行政庁に対し，エネルギーの使用の合理。

化に関する法律（ただし，平成１７年法律第９３号による改正前のもの。以下

「省エネ法」という ）１１条に基づく定期報告書の開示請求をした原告が，。

別紙不開示部分目録(1)ないし(7)記載の各部分を不開示とする部分開示決定を

受けたため，当該決定のうち当該不開示に係る部分の取消しと，当該不開示部

分についての開示決定の義務付けを求める事案である。

１ 前提となる事実

(1) 原告は，情報公開法３条に基づき，平成１６年８月６日付けで，各処分

行政庁に対し，請求する行政文書の名称等を「平成１５年度の省エネ法第１

１条に基づく定期報告書（電子情報があれば電子媒体にて （燃料等・電気）

共に第２表以下を除く 」として，行政文書の開示請求をした （乙１ない） 。

し乙５）

(2) 各処分行政庁は，原告からの開示請求について，その対象文書を，省エ

ネ法１１条に基づき第一種特定事業者から提出された平成１５年度の定期報

告書（以下単に「定期報告書」という ）の報告者等に関する記載欄及び。

「燃料等の使用量及び販売副生燃料等の量」又は「電気の使用量」に関する

第１表と特定し，情報公開法１３条１項に基づいて，定期報告書を提出した

各第一種特定事業者（国及び地方公共団体を除く ）から意見書の提出を受。

けた （弁論の全趣旨）。

(3) 北海道経済産業局長は，原告に対し，平成１６年１０月８日付けで，対

象文書である２０２通の定期報告書について，提出者等に関する事項のうち

個人情報等に該当する部分を不開示とするとともに，うち３０通の定期報告

書についてはさらに第１表の記載の一部を不開示とする部分開示決定をした。

（甲１の１ないし３，弁論の全趣旨）
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(4) 関東経済産業局長は，原告に対し，対象文書である２７８８通の定期報

告書について，以下のとおり，順次部分開示決定をした。

ア 平成１６年１０月８日付けで，２８３通の定期報告書について，提出者

等に関する事項のうち個人情報等に該当する部分を不開示とするとともに，

うち５３通の定期報告書についてはさらに第１表の記載の一部を不開示と

する部分開示決定をした （甲２の１ないし３，弁論の全趣旨）。

イ 平成１６年１１月１９日付けで，８２４通の定期報告書について，提出

者等に関する事項のうち個人情報等に該当する部分を不開示とするととも

に，うち１３９通の定期報告書についてはさらに第１表の記載の一部を不

開示とする部分開示決定をした （甲３の１ないし３，弁論の全趣旨）。

ウ 平成１６年１２月２１日付けで，８１３通の定期報告書について，提出

者等に関する事項のうち個人情報等に該当する部分を不開示とするととも

に，うち７７通の定期報告書についてはさらに第１表の記載の一部を不開

示とする部分開示決定をした （甲４の１ないし７，弁論の全趣旨）。

エ 平成１６年１２月２２日付け及び同年１２月２７日付けで，合計８６８

通の定期報告書について，提出者等に関する事項のうち個人情報等に該当

する部分を不開示とするとともに，うち１１４通の定期報告書については

さらに第１表の記載の一部を不開示とする部分開示決定をした （弁論の。

全趣旨）

(5) 中国経済産業局長は，原告に対し，対象文書である５９９通の定期報告

書について，以下のとおり，順次部分開示決定をした。

ア 平成１６年１０月８日付け及び同年１１月１２日付けで，合計３４６通

の定期報告書について，提出者等に関する事項のうち個人情報等に該当す

る部分を不開示とする部分開示決定をした （弁論の全趣旨）。

イ 平成１６年１２月８日付けで，２５３通の定期報告書について，提出者

等に関する事項のうち個人情報等に該当する部分を不開示とするとともに，
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うち１５１通の定期報告書についてはさらに第１表の記載の一部を不開示

とする部分開示決定をした （甲５の１ないし５，弁論の全趣旨）。

(6) 四国経済産業局長は，原告に対し，対象文書である２４３通の定期報告

書について，以下のとおり，順次部分開示決定をした。

ア 平成１６年１０月８日付けで，１５０通の定期報告書について，提出者

等に関する事項のうち個人情報等に該当する部分を不開示とする部分開示

決定をした （弁論の全趣旨）。

イ 平成１６年１２月８日付けで，９３通の定期報告書について，提出者等

に関する事項のうち個人情報等に該当する部分を不開示とするとともに，

うち５３通の定期報告書についてはさらに第１表の記載の一部を不開示と

する部分開示決定をした （甲６の１ないし３，弁論の全趣旨）。

(7) 九州経済産業局長は，原告に対し，対象文書である５６６通の定期報告

書について，以下のとおり，順次部分開示決定をした。

ア 平成１６年１０月８日付けで，３９４通の定期報告書について，提出者

等に関する事項のうち個人情報等に該当する部分を不開示とする部分開示

決定をした （弁論の全趣旨）。

イ 平成１６年１１月８日付けで，１４３通の定期報告書について，提出者

等に関する事項のうち個人情報等に該当する部分を不開示とするとともに，

うち１０４通の定期報告書についてはさらに第１表の記載の一部を不開示

とする部分開示決定をした （甲７の１ないし７，弁論の全趣旨）。

ウ 平成１６年１２月８日付けで，２９通の定期報告書について，提出者等

に関する事項のうち個人情報等に該当する部分を不開示とするとともに，

うち２７通の定期報告書についてはさらに第１表の記載の一部を不開示と

する部分開示決定をした （弁論の全趣旨）。

(8) 原告は，各処分行政庁が行った部分開示決定の一部を不服として，経済

産業大臣に対し，以下のとおり，順次審査請求を行った （弁論の全趣旨）。
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ア 原告は，北海道経済産業局長が平成１６年１０月８日付けでした部分開

示決定のうち，３０通の定期報告書の第１表の記載を不開示とした部分を

不服として，同年１１月３０日，審査請求を行った。別紙不開示部分目録

(1)記載の各部分は，この３０通のうちの２通に係るものである。

イ 原告は，関東経済産業局長が平成１６年１０月８日付けでした部分開示

決定のうち，５３通の定期報告書の第１表の記載を不開示とした部分を不

服として，同年１１月３０日，審査請求を行った。別紙不開示部分目録

(2)記載の各部分は，この５３通のうちの２通に係るものである。

ウ 原告は，関東経済産業局長が平成１６年１１月１９日付けでした部分開

示決定のうち，１３９通の定期報告書の第１表の記載を不開示とした部分

を不服として，同年１２月２４日，審査請求を行った。別紙不開示部分目

録(3)記載の各部分は，この１３９通のうちの２通に係るものである。

エ 原告は，関東経済産業局長が平成１６年１２月２１日付けでした部分開

示決定のうち，７７通の定期報告書の第１表の記載を不開示とした部分を

不服として，平成１７年２月２３日，審査請求を行った。別紙不開示部分

目録(4)記載の各部分は，この７７通のうちの６通に係るものである。

オ 原告は，中国経済産業局長が平成１６年１２月８日付けでした部分開示

決定のうち，１５１通の定期報告書の第１表の記載を不開示とした部分を

不服として，平成１７年１月３１日，審査請求を行った。別紙不開示部分

目録(5)記載の各部分は，この１５１通のうちの４通に係るものである。

カ 原告は，四国経済産業局長が平成１６年１２月８日付けでした部分開示

決定のうち，５３通の定期報告書の第１表の記載を不開示とした部分を不

服として，平成１７年１月３１日，審査請求を行った。別紙不開示部分目

録(6)記載の各部分は，この５３通のうちの２通に係るものである。

キ 原告は，九州経済産業局長が平成１６年１１月８日付けでした部分開示

決定のうち，１０４通の定期報告書の第１表の項目を不開示とした部分を
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不服として，同年１２月２４日，審査請求を行った。別紙不開示部分目録

(7)記載の各部分は，この１０４通のうちの６通に係るものである。

(9) 経済産業大臣は，原告からの審査請求に対し，本件訴えの提起時（平成

１７年８月１７日）までに裁決を行わなかった （当事者間に争いがな。

い ）。

(10) 北海道経済産業局長は，原告に対し，平成１８年５月１９日付けで，別

紙不開示部分目録(1)記載の各部分を開示する旨の決定をした （甲３１，。

甲３２の１，２）

(11) 関東経済産業局長は，原告に対し，平成１８年５月１９日付けで，別紙

不開示部分目録(4)記載の各部分を，同年７月１２日付けで，別紙不開示部

分目録(2)記載の各部分を，それぞれ開示する旨の決定をした （甲３３，。

甲３４の１，２，甲３５の１，２，甲３６の１，２，乙１７，乙１８の１，

２）

(12) 四国経済産業局長は，原告に対し，平成１８年５月１９日付けで，別紙

不開示部分目録(6)記載の各部分を開示する旨の決定をした （甲３７，甲。

３８の１，２）

(13) 九州経済産業局長は，原告に対し，平成１８年５月１９日付けで，別紙

不開示部分目録(7)記載３及び４の各部分を，同年７月１２日付けで，同目

録記載５及び６の各部分を，同年９月８日付けで，同目録記載１及び２の各

部分を，それぞれ開示する旨の決定をした （甲３９，甲４０の１，２，甲。

４１，乙１５，乙１６の１，２，乙２６，乙２７の１，２）

２ 本案前の主張

(1) 取消訴訟の適法性（訴えの利益）

被告は，別紙不開示部分目録(1)，(2)，(4)，(6)及び(7)記載の各部分は

既に開示されているから，これらの各部分に係る取消しの訴えは訴えの利益

を欠き不適法であると主張する。
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(2) 義務付け訴訟の適法性（処分が取り消されるべきものであること）

被告は，本件の義務付けの訴えが適法であるためには，別紙不開示部分目

録(1)ないし(7)記載の各部分を不開示とした決定が「取り消されるべきもの

であり，又は無効若しくは不存在であること （行政事件訴訟法３７条の３」

第１項２号）が必要であるところ，各処分行政庁が上記の各部分を不開示と

した決定は適法であるから，本件の義務付けの訴えはいずれも不適法である

と主張し，原告は，本件のような申請拒否処分に対する義務付け訴訟におい

ては，拒否処分の違法は本案勝訴要件であって訴訟要件ではなく，訴訟要件

としては取り消し得べき瑕疵の存在を主張すれば足りるから，本件の義務付

けの訴えはいずれも適法であると主張する。

３ 本案の争点及び当事者の主張

(1) 争点(1)（情報公開法５条２号イ該当性）

本件の争点の第１は，別紙不開示部分目録(1)ないし(7)記載の各部分に記

載されている各情報（以下「本件情報」という ）が，情報公開法５条２号。

イに掲げる不開示情報である 「法人その他の団体（国，独立行政法人等，，

地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という ）に関。

する情報であって 「公にすることにより，当該法人等の権利，競争上の」，

地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当するか否かである。

ア 被告の主張

本件情報は，これを公にすれば，以下のとおり，一般的類型的に，当該

法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるから，情報公

開法５条２号イの不開示情報に該当する。

(ア) 製造原価等を知られるリスク

ａ エネルギーコスト及び製造原価の推計が可能であること

本件情報により，各事業者の使用燃料量及び電力消費量が明らかに

なる。そして，一般に，燃料種別の単価は，各種統計資料等によって
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推計可能であり，電力単価は自らの契約単価から想定可能である。そ

れゆえ，本件情報が明らかになれば，当該事業者の工場全体の一年間

のエネルギー費が推計できる。また，企業が公表している情報から，

当該工場での年間製品製造数量が判明するし，同業他社であれば，当

該工場での年間製品製造数量を推計することも可能である。そうする

と，年間の工場全体のエネルギー費を製品製造数量で除することによ

り，製品単価当たりのエネルギーコストが推計できる。

製造原価は，材料費，労務費，その他の経費（減価償却費等）にエ

ネルギーコストを加えたものである。このうち，エネルギーコスト以

外の費用は，各種統計資料等から推計が可能であり，同業他社であれ

ば，自社データを用いることでより正確な推計が可能となる。したが

って，本件情報を利用してエネルギーコストを推計できれば，製造原

価を推計することが可能となる。

ｂ 製造原価等が推計される場合の不利益

本件情報が公にされれば，これにより当該事業者の競業他社や販売

先の会社は，当該事業者の製造原価を推計することができ，製品販売

価格の交渉等において有利な情報を掌握することになる。その結果と

して，当該事業者の販売価格の低下（利益の低減）を招き，当該事業

者の正当な利益を害するおそれがある。

例えば，事業者が，輸送，技術提携，地域連携等の理由から，特定

の需要家に製品を供給する場合，製造原価の推移が明らかになると，

製造原価が下がっていることが値下げ交渉の材料となるため，製品を

供給する者は不利益を被る可能性が高い。また，製造原価を複数年度

にわたり推計し得た場合，製造原価の変化の方向性及びスピード，将

来における製造原価の到達点等を推察することができ，これらの情報

は，同様の製品を生産している競業他社にとって，技術開発戦略，設
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備投資戦略及び営業戦略を検討する上で，貴重な情報となり得るから，

競業他社がこれらの情報を知り得る場合，当該事業者が，競争上不利

益を被る可能性がある。

(イ) エネルギー効率化技術の水準・進展状況を知られるリスク

ａ エネルギー効率化技術水準の推知が可能であること

本件情報が明らかになると，年間製品製造数量を用いて，製品一単

位当たりに使用するエネルギー使用量が推計可能となる。そして，こ

れを数年にわたり比較することにより，当該製品を製造するために要

するエネルギー使用量の推移が判明する。また，エネルギー技術の具

体的内容を推知できる場合もあり得る。

こうした結果，当該製品を製造するための技術の改善レベルが推認

されるとともに，当該事業者のエネルギー使用の効率化の進捗状況が

判明するから，新技術導入・新規設備投資等による効果，操業改善速

度，今後の投資の方向性等が推定される。それゆえ，当該事業者のエ

ネルギー効率化技術水準を容易に推知することができる。

ｂ エネルギー効率化技術水準が推知される場合の不利益

各事業者は，国際・国内の市場において極めて厳しい競争に直面し，

製造の合理化・コスト削減が焦眉の問題となっている。ところが，製

造原価のうち，材料費は国内・国際の市場価格でほぼ決定されること

が多く，労務費も国内企業であれば賃金水準はほぼ同一の条件である

ため，エネルギーコストをいかに抑えるかが当該事業者の競争力に直

結する問題となることも多く，そのため，事業者は各々エネルギーの

使用を効率的にするための技術開発にも取り組んでいる。他方で，各

事業者は，競業者との競争に打ち勝つために，競業者に関する様々な

情報を集めて分析し，自社の経営や方針の決定に反映させている。こ

のような状況にかんがみれば，エネルギー使用の効率化に関する技術
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の水準あるいはその取組内容，その進展状況等は，市場競争における

重要な企業戦略・企業秘密となっていることは明らかである。

それゆえ，エネルギー使用の効率化に関する技術の水準あるいはそ

の取組内容，その進展状況が知られれば，事業者は競争上の不利益を

受けるおそれが大きく，特に，本件のような情報開示制度のない他国

の同業他社との国際的な競争では，その不利益は，一層深刻なものに

なるおそれがある。

(ウ) 燃料等の調達需要を知られるリスク

定期報告書を提出するような燃料を大量に使用する工場においては，

一般に，複数の燃料業者から燃料調達することで調達側の価格交渉力を

高める努力をしており，エネルギー使用量に係る情報が開示されること

により，この燃料調達戦略が崩れる可能性が高い。

すなわち，一般に，燃料の調達は，比較的少量であれば調達先を容易

に変更することが可能であるが，大量であると調達先の変更は困難であ

る。したがって，燃料業者は，当該工場に納入される燃料の量のうち自

らが納入する量の比率（以下「納入比率」という ）が相当程度高いと。

いうことを知れば，当該工場から価格引下げ要請が出た場合に 「その，

価格では販売しない」という立場を示すことで，当該工場に対し，価格

引下げを断念させることができ，他方，価格の引上げを要求しやすくな

る。工場の価格引下げ交渉の前提は，燃料業者が納入比率を知らないこ

とであり，燃料等の使用料の開示は，まさにこの前提を覆すものであっ

て，工場の燃料価格交渉に深刻な影響を与えるといえる。

(エ) 他社との契約違反となるリスク

他社と技術ライセンス契約を締結している事業者であれば，当該ライ

センス契約の内容において，当該技術の水準，内容等に関連する数値情

報を公にすることが制限されていることが考えられる。本件情報が情報
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公開法に基づき開示された場合，法的にみて，当該事業者に帰責性がな

いとしても，本件情報が公にされたという事実が生じたことによって，

技術ライセンス契約の相手方との間で紛争が起こり，取引関係に支障が

及ぶことは十分考えられるところであり，そのような事態に至ることは，

当該事業者にとって不利益というべきものである。

イ 原告の主張

被告の主張は，以下のとおりいずれも理由がなく，本件情報は，情報公

開法５条２号イの不開示情報に該当しない。

(ア) 製造原価等を知られるリスクについて

製造原価を構成する労務費，材料費，設備費，エネルギーコストのう

ち，労務費，材料費，設備費は，為替変動や公表資料と実際の価格との

相違，事業所の個別事情などの要因により，第三者（競業他社等）が推

計することは著しく困難で，精度は幅のある粗いものである。唯一エネ

ルギーコストだけが，他の資料から推計できず，電気・燃料等使用量の

開示によってのみ推計が可能であるかは，はなはだ疑問であるし，多数

の製品を製造している事業所においてエネルギーコスト（電力コストの

みも含む ）を割り振ることはできず，その推計は困難である。このよ。

うに，労務費，材料費，設備費，エネルギーコストのすべての推計に幅

があるのであるから，製造原価の推計は当然に誤差が内在しているはず

であり，法人の競争上の地位を害する程度に精度が高い値であるとは考

えられない。

(イ) エネルギー効率化技術の水準・進展状況を知られるリスクについて

電気・燃料等使用量の開示で明らかとなるエネルギー効率化技術とは，

どの程度具体的なものを意味しているのか不明である。国際的，国内的

な産業分野別のエネルギー効率化技術の連携がなされ，すでにかなりの

技術は公表され，同種の産業界で共有されている。単に効率化技術が進
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んでいるらしいということが判明する程度では，法人の競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれはない。

(ウ) 燃料等の調達需要を知られるリスクについて

被告は，燃料を大量に調達している場合には，調達先の変更が困難な

ので，納入比率の高い業者から調達量を減らされると調達難になるとす

る。しかしながら，被告は，大量に燃料を使用する事業所では，複数の

燃料業者から燃料調達することで，調達側の価格交渉能力を高めている

ことを認めているのであって，事業者が複数の業者から調達している場

合には，他の業者からの納入を増やせば足りるはずであるから，被告の

主張はいかなる意味で調達先の変更が困難であるのか不明である。

(エ) 他社との契約違反となるリスクについて

情報公開法により開示がなされた場合，当該事業者には，何らの帰せ

られるべき責任がなく，契約違反を生じる余地がない。

(2) 争点(2)（情報公開法５条２号ただし書該当性）

本件の争点の第２は，本件情報が情報公開法５条２号イの不開示情報に該

当するとして，さらに同号ただし書が不開示情報から除く情報と定めている，

「人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であ

ると認められる情報」に該当するか否かである。

ア 原告の主張

近年，人間の経済活動などで大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスが

増加し，地球の全体の気温が上昇する地球の温暖化が世界的な規模で問題

となっている。地球温暖化は，熱中症による死者の増加やマラリアを媒介

する蚊の生息域が拡大するなど人の生命，健康に多大な影響を及ぼし，洪

水や高潮の増加，激甚化によって生命身体のみならず財産にも被害を及ぼ

すものである。このような地球温暖化による悪影響を最小化するために，

気候変動枠組条約締結国会議は，１９９７年，二酸化炭素など６つの温室
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効果ガスの排出削減義務などを定める京都議定書を採択し，同議定書は２

００５年２月１６日に発効した。京都議定書の発効により，日本は２００

８年から２０１２年までに温室効果ガスの排出を１９９０年のレベルから

６％削減するという目標を確実に達成する法的義務を負った。全温室効果

ガス排出量の９割以上を占める二酸化炭素の排出状況に関する情報並びに

燃料種別ごとの使用量や電気の使用量等及びその経年的変化は，二酸化炭

素の排出削減のための政策立案，実施，評価，見直しに必要不可欠の情報

である。

したがって，本件情報は 「人の生命，健康，生活又は財産を保護する，

ため，公にすることが必要であると認められる情報」に該当する。

イ 被告の主張

情報公開法５条２号ただし書に該当するためには，当該情報を公にする

ことにより保護される人の生命，健康，生活又は財産と，これを公にしな

いことにより保護される法人等の利益を比較衡量し，前者の利益を保護す

ることの必要性が上回ることが必要である。

しかしながら，本件情報を公開し，各事業所で排出されている二酸化炭

素の量を算出したとしても，それだけでは何ら人の生命，健康，生活又は

財産を保護することにはならない。

また，温室効果ガスである二酸化炭素の排出量の情報公開については，

平成１７年の地球温暖化対策の推進に関する法律の改正によって法制化さ

れ，特定の事業者は，事業所管大臣に対し，温室効果ガス算定排出量に関

する報告をしなければならず，環境大臣及び経済産業大臣は，集計された

結果について公表するものとされている。他方，省エネ法に基づく定期報

告書の数値情報については，算定結果である温室効果ガスの排出量を公表

することと，より機密性の高いその算出根拠（内訳データ）を公にするこ

ととでは，不利益性の程度が大きく異なるし，国会審議でも「企業の経営
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上の秘密に属するもの」と評価され，上記法改正に当たっても省エネ法上

の開示制度が設けられたわけではない。こうした法制度全体の在り方をみ

ても，省エネ法に基づく定期報告書の数値情報が，地球温暖化防止対策の

ために開示されるべきと評価されるものでないことは明らかである。

したがって，本件情報を公開することの必要性とこれによって法人に生

じる不利益を比較すると，後者が上回っているというべきであるから，本

件情報は情報公開法５条２号ただし書の情報に該当しない。

第３ 当裁判所の判断

１ 別紙不開示部分目録(1)，(2)，(4)，(6)及び(7)記載の各部分に係る訴えに

ついて

前記第２の１(10)ないし(13)記載のとおり，別紙不開示部分目録(1)，(2)，

(4)，(6)及び(7)記載の各部分については，本件訴えの提起後に，処分行政庁

によって開示決定がされていることが認められる。したがって，これらの各部

分に係る不開示決定の取消し及び開示決定の義務付けを求める訴えは，いずれ

も請求した内容が実現し，訴えの利益が消滅したから，不適法な訴えというべ

きである。

そこで以下，別紙不開示部分目録(3)及び(5)記載の各部分に係る請求につい

て検討する。

２ 争点(1)（情報公開法５条２号イ該当性）について

(1) 情報公開法５条２号イ該当性の判断基準について

情報公開法５条各号の不開示情報に関する定めは，行政機関の長は，行政

文書の開示請求があったときは，原則として，開示請求者に対し，当該行政

文書を開示しなければならないとする同法の建前（５条）の例外をなすもの

であり 「国民主権の理念にのっとり 「行政機関の保有する情報の一層の， 」，

公開を図り，もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うさ

れるようにするとともに，国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的
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な行政の推進に資する」という同法の目的（１条）に対して譲歩を求めるも

のであるから，不開示情報に該当するがゆえに行政文書の不開示が正当化さ

れるといい得るためには，一般的抽象的な理由では足りず，具体的で実質的

な理由が必要であるというべきである。そうすると，同法５条２号イにいう

「当該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

る」場合とは，当該情報を公にすることにより，当該情報に係る個々の法人

等について，その権利，競争上の地位その他正当な利益が具体的に侵害され

る危険性の存することが客観的に認められる場合をいい，その危険性は，単

なる確率的な可能性では足りず，法的保護に値する蓋然性をもったものでな

ければならないと解するのが相当である。

この点，被告は，情報公開訴訟においては，不開示とした記載内容を個別

具体的に明らかにすることなく審理がされなければならず，また，対象文書

を開示した場合に不特定かつ多数の者との関係でいかなる支障を生じるか，

あるいはその支障を生じる確率がどの程度高いかを具体的，数量的に主張，

立証することは行政機関の長といえども不可能であるから，不開示とされた

情報の類型的な性質を前提として，当該情報が公にされた場合に，経験則上，

一般的類型的に支障が生じるおそれがあると判断できれば，不開示情報該当

性は肯定されるべきであり，本件においても，定期報告書に記載された本件

情報が，その性質上，一般的類型的にみれば，公にした場合，報告者である

事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれを生じさせると判断

されれば，各事業所ごとの事情を考慮することなく一律に不開示とする決定

をしても，適法であると主張する。

しかしながら，行政機関の長が自ら不開示とした情報の内容や文言を訴訟

の場で具体的に明らかにすることができず，この点について一般的類型的な

主張，立証にとどまらざるを得ないとしても，それだからといって，当該情

報を公にした場合の支障の有無，内容，程度等についての主張，立証が一般
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的類型的でよいことにはならないのであり，前述したとおり，情報公開法５

条２号イの不開示情報に該当するといい得るためには，当該情報に係る個々

の法人等の利益が具体的に侵害される危険性の存することが必要であると解

されるのであるから，行政機関の長としては，法人等に生じることが予想さ

れる利益侵害の危険性を具体的に主張，立証することが求められているとい

うべきである。

そして，開示請求に係る行政文書に法人等の第三者に関する情報が記録さ

れているときは，行政機関の長は，当該情報に係る第三者に対し，意見書を

提出する機会を与える（情報公開法１３条）などの方法により，当該法人等

に生じ得る具体的な利益侵害の危険性について調査することが可能であり，

現に本件においても，各処分行政庁は，定期報告書を提出した各事業者から

意見書の提出を受け，部分開示決定を行う際の判断資料としていることが認

められるのであり，上記のような利益侵害の危険性に関する具体的な主張，

立証が行政機関の長においてさほど困難であるとはいい難いから，この点に

関する被告の主張は理由がない。

したがって，本件において情報公開法５条２号イ該当性が認められるため

には，定期報告書を提出した個々の事業者ごとに，当該定期報告書に記載さ

れている燃料等の使用量等の情報（本件情報）を公にした場合に，その権利，

競争上の地位その他正当な利益を害する具体的な危険性があることを主張，

立証することが必要である。そこで，以下では，別紙不開示部分目録(3)記

載のＡ株式会社（以下「Ａ」という ）Ｂに係る不開示部分並びに別紙不開。

示部分目録(5)記載のＣ株式会社（以下「Ｃ」という ）Ｄ事業所及びＥ株。

式会社（以下「Ｅ」という ）Ｆ（福山地区）に係る不開示部分について，。

上記の主張，立証がされているか否かという観点から検討を加えることとす

る。

(2) ＡＢに係る不開示部分について
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ア 製造原価等を知られるリスク及びエネルギー効率化技術の水準・進展状

況を知られるリスクについて

被告は，一般的類型的主張においては，製品一単位当たりに使用するエ

ネルギー使用量（エネルギー効率）及びエネルギーコストのほか，エネル

ギーコストに材料費，労務費，その他の経費（減価償却費等）を加えた製

造原価を知られるリスクにまで言及しているが，ＡＢの個別事情としては，

専らエネルギー効率及びエネルギーコストの点についてのみ主張する。

(ア) すなわち，まず，被告は，Ａの競業他社が，定期報告書の数値情報

からＢの燃料種別，各燃料ごとの使用量，電力種別受電実績及びエネル

ギー使用総量を知り，ここからＢ全体のエネルギーコストや製品ごとの

エネルギーコストを推計できた場合，当該競業他社は，これらの情報を

踏まえて，需要家に対する価格戦略や設備投資戦略等を有利に構築する

ことができ，さらに，エネルギーコストの経年変化率やエネルギー効率

の経年変化率を推計できた場合には，ここから得られるＢのエネルギー

効率の改善のスピードや将来時点での到達レベル等の情報を，市場参入

を図ろうとする場合のエネルギーコスト目標設定や製品価格設定などに

活かすことができ，特に，大型戦略投資があった場合には，その前後の

数値を比較することにより，その投資の効果等を労せずして知ることが

でき，自らのリスクを最小化した設備投資戦略の策定が可能となるから，

これらの結果，Ａが競争上の不利益を被る可能性があると主張する。

しかしながら，被告の主張内容からは，Ａが被る可能性があるという

競争上の不利益の具体的な内容や，競業他社が定期報告書の数値情報及

びこれに基づく推計情報を取得してからＡに競争上の不利益を及ぼすに

至るまでの具体的な機序が明らかであるとはいえない。証拠（乙２８）

によれば，Ａの担当者が，同社の定期報告書に記載された燃料等の使用

量等が明らかにされたと仮定して，一般に公開されている燃料等の単価



- 19 -

を使用して同社のエネルギーコストを推計し，実際のエネルギーコスト

と比較したところ，その推計の誤差は，年度によって多少のばらつきは

あるものの，５％以内となったことが認められ，これによれば，エネル

ギーコストやエネルギー効率が定期報告書の数値情報からかなりの精度

で推計できることが認められるが，上記のとおり，このような推計情報

を競業他社が取得した後にどのような機序を経てＡにどのような競争上

の不利益が及ぶのかが不明瞭である以上，具体的な利益侵害の危険性が

法的保護に値する蓋然性をもって客観的に存在しているものとはいい難

い。

(イ) また，被告は，ＡＢからの鋼材の需要者が，定期報告書の数値情報

を知り，ここからＢ全体のエネルギーコストや製品ごとのエネルギーコ

ストを推計して，対前年との比較でエネルギーコストが下がっているこ

とが判明すれば，当該鋼材の需要者は，それを取引価格の値下げ交渉の

材料にすることが可能となり，その結果，Ｂにおける販売価格の低下を

招き，Ａの正当な利益を害するおそれがあると主張する。

しかしながら，エネルギーコストの低下が取引価格の値下げ交渉の材

料となり，その結果販売価格の低下を招く蓋然性が客観的に存在すると

いい得るためには，製造原価に占めるエネルギーコストの割合が一定程

度以上のものであることを要するものというべきところ，エネルギーコ

ストが製造原価に占める割合については，同業他社である株式会社Ｇの

担当者が「２割程度」と供述するのみで（乙３２ ，ＡＢにおける製造）

原価に占めるエネルギーコストの割合を的確に認定し得る証拠はない

（エネルギーコストの全変動費に占める割合が２５ないし３５％程度，

主原料コストを除く変動費に対する割合が約８５％とするＡの担当者の

供述（乙２０）や，エネルギーコストは全変動コストの約３０％を占め

ているとする同業他社であるＥの担当者の供述（乙２２）はあるが，製
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造原価に占める全変動費の割合が分からない以上，これらの供述だけで

は製造原価に占めるエネルギーコストの割合は明らかとならない 。。）

そして，仮にＡＢにおける製造原価に占めるエネルギーコストの割合

が，株式会社Ｇの場合と同様，２割程度であったとしても，エネルギー

コストが有意に低下するのは，原料炭等のエネルギー単価が大きく下落

する場合か，エネルギー効率の改善のための設備投資の効果が大きく現

れる場合であると考えられるところ，前者の場合はともかくとして，後

者の場合には，エネルギーコストが低減する一方で，設備投資のコスト

が減価償却費として製造原価を引き上げる方向に働くこととなり，取引

の相手方としても通常はそのことを承知しているものと解されるから，

価格交渉において供給者側が一方的に不利な状況に至るとは直ちにはい

えず，価格低下の蓋然性が客観的に存在するとはいえない。

イ 燃料等の調達需要を知られるリスクについて

被告は，ＡＢへの燃料供給業者が，定期報告書の数値情報からＢの燃料種

別及び各燃料ごとの使用量を知れば，当該燃料供給業者は，定期報告書に記

載された使用量と自社の供給量を比較することにより，Ｂの燃料調達力を測

ることができ，自社以外の調達源を持たないことなどがあれば，高価格を提

示することが可能となり，その結果，Ａの燃料調達戦略が崩れるおそれがあ

ると主張する。

しかしながら，被告は他方で，定期報告書を提出するような燃料を大量に

使用する工場においては，一般に，複数の燃料業者から燃料調達することで

調達側の価格交渉力を高める努力をしていると主張しており，それは，燃料

を大量に使用する事業者の行動として合理的であって，そのような取引実態

が一般に存在するものと推認されるところ，Ｂにおいて複数の燃料調達先を

持たないことを認めるに足りる証拠はないから，Ｂが燃料供給業者から高価

格を提示されてＡの燃料調達戦略が崩れる蓋然性が客観的に存在するとはい
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えない。

ウ 他社との契約違反となるリスクについて

被告は，一般的類型的主張として，定期報告書の数値情報の開示により他

社との契約違反となるリスクがあるとも主張するが，Ａについてこのような

リスクがあるとの主張，立証はない。

エ 以上のとおり，被告の主張はいずれも理由がなく，他に，別紙不開示部分

目録(3)記載の不開示部分を公にすることにより，Ａの権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあることを認めるに足りる証拠はないか

ら，当該不開示部分は情報公開法５条２号イの不開示情報に該当するとはい

えない。

(3) ＣＤ事業所に係る不開示部分について

ア 製造原価等を知られるリスク及びエネルギー効率化技術の水準・進展状

況を知られるリスクについて

被告は，Ｃの競業他社が，定期報告書の数値情報から，Ｄ事業所におけ

るコストの大きな部分を占める電力コストにつき，発電に使用する燃料種

別，各燃料ごとの使用量等を知ることにより，製品の販売価格，販売攻勢

の時期や内容等の製品の販売戦略を構築し，また，Ｄ事業所における総エ

ネルギーコストや電力単価を推計することにより，自社とＤ事業所とのコ

スト差等を考慮して，自社の製品の販売戦略，投資戦略等を構築し，さら

に，燃料等の使用量の経年変化率を知り，また，エネルギーコスト等の経

年変化率を推計し，Ｄ事業所において新規設備投資等を行ったような場合，

その前後の変化を図ることにより，その設備投資の効果等を参考に，より

少ないコストで，自社の投資戦略等を構築することができ，これらの結果，

Ｃが競争上の不利益を被る可能性があると主張する。

しかしながら，被告の主張内容からは，Ｃが被る可能性があるという競

争上の不利益の具体的な内容や，競業他社が定期報告書の数値情報及びこ
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れに基づく推計情報を取得してからＣに競争上の不利益を及ぼすに至るま

での具体的な機序が明らかであるとはいえない。証拠（乙２１，乙３０）

によれば，ＣＤ事業所では，購入した燃料（重油類，石油コークス，石

炭）を用いてボイラーから蒸気を発生させて自家発電を行い，その発電に

よって得られた電力を用いて塩水の電気分解を行うことで，主力製品であ

る苛性ソーダ等を製造しているが，Ｃの担当者が，同社の定期報告書に記

載された燃料等の使用量及び発電量が明らかにされたと仮定して，一般的

に入手可能な情報で同社の発電コストを推計したところ，実際の発電コス

トと比較して約５％の誤差の程度で推計することができたことが認められ，

これによれば，Ｄ事業所の発電コストが定期報告書の数値情報からかなり

の精度で推計できることが認められるが，上記のとおり，このような推計

情報を競業他社が取得した後にどのような機序を経てＣにどのような競争

上の不利益が及ぶのかが不明瞭である以上，具体的な利益侵害の危険性が

法的保護に値する蓋然性をもって客観的に存在しているものとはいい難い。

イ 燃料等の調達需要を知られるリスクについて

被告は，ＣＤ事業所への燃料供給業者が，定期報告書に記載された使用

量と自社の供給量を比較することにより，Ｄ事業所における当該燃料の需

要の程度・必要性，燃料の複数購買の事実の有無，購入している燃料会社

各社の相対的な購入比率等を知ることができ，Ｄ事業所との燃料販売条件

の交渉において有利な立場に立つことができ，また，燃料供給業者や，Ｄ

事業所に燃料販売を企図している業者は，Ｄ事業所における経年的な燃料

種別ごとの使用量動向を知り，Ｄ事業所の燃料調達方針を推定して，将来

的な燃料種ごとの需要見通しを立て，これにより，Ｄ事業所に対する燃料

販売及び販売交渉等を行うに当たり，有利な立場に立つことができ，その

結果，Ｃの燃料調達戦略が崩れるおそれがあると主張する。

しかしながら，この点はＡＢについて述べたところと同様，定期報告書
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を提出するような燃料を大量に使用する工場においては，一般に，複数の

燃料業者から燃料調達することで調達側の価格交渉力を高める努力をして

いる取引実態が存在するものと推認されるところ，証拠（乙３８）によれ

ば，Ｃは，燃料を安く調達すべく，購入条件の交渉をするなどし，また，

燃料の一部については，複数の会社から購入していることが認められ，Ｃ

とすれば，燃料供給業者や燃料販売を企図している業者の提示する取引条

件が自社に不利と判断すれば，当該業者と取引をせず，他の業者から燃料

を調達することもできるのであるから，Ｃの燃料調達戦略が崩れる蓋然性

が客観的に存在するとはいえない。

ウ 他社との契約違反となるリスクについて

被告は，一般的類型的主張として，定期報告書の数値情報の開示により

他社との契約違反となるリスクがあるとも主張するが，Ｃについてこのよ

うなリスクがあるとの主張，立証はない。

エ 以上のとおり，被告の主張はいずれも理由がなく，他に，別紙不開示部

分目録(5)記載１及び２の不開示部分を公にすることにより，Ｃの権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることを認めるに足り

る証拠はないから，当該不開示部分は情報公開法５条２号イの不開示情報

に該当するとはいえない。

(4) ＥＦ（福山地区）に係る不開示部分について

ア 製造原価等を知られるリスク及びエネルギー効率化技術の水準・進展状

況を知られるリスクについて

被告は，ＥＦ（福山地区）の個別事情としても，ＡＢの場合と同様に，

専らエネルギー効率及びエネルギーコストの点について主張する。

(ア) すなわち，まず，被告は，Ｅの競業他社が，定期報告書の数値情報

からＦ（福山地区）の燃料種別，各燃料ごとの使用量，電力種別受電実

績及びエネルギー使用総量を知り，ここからＦ（福山地区）全体のエネ
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ルギーコストや製品ごとのエネルギーコストを推計できた場合，当該競

業他社は，これらの情報を踏まえて，需要家に対する価格戦略や設備投

資戦略等を有利に構築することができ，さらに，エネルギーコストの経

年変化率やエネルギー効率の経年変化率を推計できた場合には，ここか

ら得られるＦ（福山地区）のエネルギー効率の改善のスピードや将来時

点での到達レベル等の情報を，市場参入を図ろうとする場合のエネルギ

ーコスト目標設定や製品価格設定などに活かすことができ，特に，大型

戦略投資があった場合には，その前後の数値を比較することにより，そ

の投資の効果等を労せずして知ることができ，自らのリスクを最小化し

た設備投資戦略の策定が可能となるから，これらの結果，Ｅが競争上の

不利益を被る可能性があると主張する。

しかしながら，上記の被告の主張も，Ａの場合と同様に，Ｅが被る可

能性があるという競争上の不利益の具体的な内容や，競業他社が定期報

告書の数値情報及びこれに基づく推計情報を取得してからＥに競争上の

不利益を及ぼすに至るまでの具体的な機序が明らかであるとはいえない。

証拠（乙２９）によれば，Ｅにおいても，担当者が，同社の定期報告書

に記載された燃料等の使用量等が明らかにされたと仮定して，一般に公

開されている燃料等の単価を使用して同社のエネルギーコストを推計し，

実際のエネルギーコストと比較したところ，その推計の誤差は，大体１

０％以内であったことが認められ，これによれば，エネルギーコストや

エネルギー効率が定期報告書の数値情報からかなりの精度で推計できる

ことが認められるが，上記のとおり，このような推計情報を競業他社が

取得した後にどのような機序を経てＥにどのような競争上の不利益が及

ぶのかが不明瞭である以上，具体的な利益侵害の危険性が法的保護に値

する蓋然性をもって客観的に存在しているものとはいい難い。

(イ) また，被告は，ＥＦ（福山地区）からの鋼材の需要者が，定期報告
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書の数値情報を知り，ここからＦ（福山地区）全体のエネルギーコスト

や製品ごとのエネルギーコストを推計して，対前年との比較でエネルギ

ーコストが下がっていることが判明すれば，当該鋼材の需要者は，それ

を取引価格の値下げ交渉の材料にすることが可能となり，その結果，Ｆ

（福山地区）における販売価格の低下を招き，Ｅの正当な利益を害する

おそれがあると主張する。

しかしながら，この点もＡＢについて述べたところと同様であり，Ｅ

Ｆ（福山地区）における製造原価に占めるエネルギーコストの割合を的

確に認定し得る証拠はなく，また，エネルギーコストが低下しても，価

格交渉において供給者側が一方的に不利な状況に至るとは直ちにはいえ

ず，価格低下の蓋然性が客観的に存在するとはいえない。

イ 燃料等の調達需要を知られるリスクについて

被告は，ＥＦ（福山地区）への燃料供給業者が，定期報告書の数値情報か

らＦ（福山地区）の燃料種別及び各燃料ごとの使用量を知れば，当該燃料供

給業者は，定期報告書に記載された使用量と自社の供給量を比較することに

より，Ｆ（福山地区）の燃料調達力を測ることができ，自社以外の調達源を

持たないことなどがあれば，高価格を提示することが可能となり，その結果，

Ｅの燃料調達戦略が崩れるおそれがあると主張する。

しかしながら，この点もＡＢについて述べたところと同様であり，Ｅにお

いて複数の燃料調達先を持たないことを認めるに足りる証拠はないから，Ｆ

（福山地区）が燃料供給業者から高価格を提示されてＥの燃料調達戦略が崩

れる蓋然性が客観的に存在するとはいえない。

ウ 他社との契約違反となるリスクについて

被告は，一般的類型的主張として，定期報告書の数値情報の開示により他

社との契約違反となるリスクがあるとも主張するが，Ｅについてこのような

リスクがあるとの主張，立証はない。
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エ 以上のとおり，被告の主張はいずれも理由がなく，他に，別紙不開示部分

目録(5)記載３及び４の不開示部分を公にすることにより，Ｅの権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることを認めるに足りる証拠

はないから，当該不開示部分は情報公開法５条２号イの不開示情報に該当す

るとはいえない。

３ 別紙不開示部分目録(3)及び(5)記載の各部分に係る不開示決定の取消請求及

び開示決定の義務付け請求について

(1) 前記２のとおり，別紙不開示部分目録(3)及び(5)記載の各部分に記載さ

れている情報はいずれも情報公開法５条２号イの不開示情報に該当せず，ま

たこれらの情報が同条各号の他の不開示情報に該当するとの主張，立証もな

いから，これらの各部分について関東経済産業局長及び中国経済産業局長が

した不開示の決定は，その余の点について判断するまでもなく，違法な処分

として取り消されるべきである。

(2) したがって，これらの各部分に係る開示決定の義務付けを求める原告の

訴えはいずれも適法であるとともに，これらの各部分に係る不開示の決定の

取消しを求める原告の請求はいずれも理由があり，かつ，処分行政庁がこれ

らの各部分に係る開示決定をすべきであることは情報公開法５条の規定から

明らかであると認められるから，当該開示決定の義務付けを求める原告の請

求はいずれも理由がある。

第４ 結 論

以上によれば，本件訴えのうち別紙不開示部分目録(1)，(2)，(4)，(6)及び

(7)記載の各部分に係る訴え（主文第１項に掲記のもの）はいずれも不適法で

あるから却下し，原告のその余の請求（主文第２ないし第５項に掲記のもの）

はいずれも理由があるから認容することとし，訴訟費用の負担につき行政事件

訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６４条本文を適用して，主文のとおり判決す

る。
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東京地方裁判所民事第３部

定 塚 誠裁判長裁判官

古 田 孝 夫裁判官

工 藤 哲 郎裁判官
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（別紙）
不 開 示 部 分目 録 ( 1 )

１ Ｈ株式会社Ｉ工場の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の種

類別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比が記載されている部分

２ Ｈ株式会社Ｉ工場の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の使

用量及び対前年度比が記載されている部分

以 上
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（別紙）
不 開 示 部 分目 録 ( 2 )

１ Ｊ株式会社Ｋ事業所の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の

使用量及び対前年度比が記載されている部分

２ Ｊ株式会社Ｋ事業所の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の

種類別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比並びに販売副生燃料等の

種類別の量，合計熱量及び原油換算量が記載されている部分

以 上
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（別紙）
不 開 示 部 分目 録 ( 3 )

１ Ａ株式会社Ｂの電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の使用量

が記載されている部分

２ Ａ株式会社Ｂの熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の種類別

の使用量，合計熱量及び原油換算量並びに販売副生燃料等の種類別の量，合計熱

量及び原油換算量が記載されている部分

以 上
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不 開 示 部 分 目 録 ( 4 )

１ Ｌ株式会社Ｍの電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の使用量

及び対前年度比が記載されている部分

２ Ｌ株式会社Ｍの熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の種類

別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比並びに販売副生燃料等の種類

別の量，合計熱量及び原油換算量が記載されている部分

３ Ｎ株式会社Ｏ工場の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の使

用量及び対前年度比が記載されている部分

４ Ｎ株式会社Ｏ工場の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の種

類別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比並びに販売副生燃料等の種

類別の量，合計熱量及び原油換算量が記載されている部分

５ Ｐ株式会社Ｑ工場の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の使

用量及び対前年度比が記載されている部分

６ Ｐ株式会社Ｑ工場の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の種

類別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比並びに販売副生燃料等の種

類別の量，合計熱量及び原油換算量が記載されている部分

以 上
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（別紙）
不 開 示 部 分目 録 ( 5 )

１ Ｃ株式会社Ｄ事業所の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の

種類別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比並びに販売副生燃料等の

種類別の量，合計熱量及び原油換算量が記載されている部分並びに第１表欄外の

記載部分

２ Ｃ株式会社Ｄ事業所の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の

使用量及び対前年度比が記載されている部分

３ Ｅ株式会社Ｆ（福山地区）の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃

料等の種類別の使用量，合計熱量及び原油換算量並びに販売副生燃料等の種類別

の量，合計熱量及び原油換算量が記載されている部分並びに第１表欄外の控除量

及び使用量が記載されている部分

４ Ｅ株式会社Ｆ（福山地区）の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の

電気の使用量が記載されている部分

以 上
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（別紙）
不 開 示 部 分目 録 ( 6 )

１ Ｒ株式会社Ｓ工場の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の種

類別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比並びに販売副生燃料等の種

類別の量，合計熱量及び原油換算量が記載されている部分

２ Ｒ株式会社Ｓ工場の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の使

用量及び対前年度比が記載されている部分

以 上
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（別紙）
不 開 示 部 分目 録 ( 7 )

１ Ｔ株式会社Ｕ生産・技術統括部の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中

の燃料等の種類別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比が記載されて

いる部分

２ Ｔ株式会社Ｕ生産・技術統括部の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表

中の電気の使用量及び対前年度比が記載されている部分

３ Ｖ株式会社Ｗ工場の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の種

類別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比が記載されている部分

４ Ｖ株式会社Ｗ工場の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の使

用量及び対前年度比が記載されている部分

５ Ｘ株式会社Ｙ工場の熱管理に関する定期報告書のうち，第１表中の燃料等の種

類別の使用量，合計熱量，原油換算量及び対前年度比が記載されている部分

６ Ｘ株式会社Ｙ工場の電気管理に関する定期報告書のうち，第１表中の電気の使

用量が記載されている部分

以 上


